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厚生労働省ＨＰより引用

障害福祉サービス等情報公表制度 制度の概要
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詳細情報入力

申請

• 【カテゴリ７項目の入力】

•法人等

•事業所等

•従業者

•サービス内容（福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ）
•利用料

•事業所運営

• システムからの連絡先（非常災害時共有システム用）

確認
•神奈川県による確認

公表

•情報公表制度ホームページに公表

障害福祉サービス等情報公表制度 報告の手順 ①

①毎年５～７月に更新の手続きが必要



3

障害福祉サービス等情報公表制度 報告の手順 ①

①－１ 「福祉・介護職員等処遇改善加算」について

処遇改善加算１もしくは２を算定する場合
職場環境等の改善に係る取組について、
ホームページの掲載により公表すること

「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」
〇入職促進に向けた取組
〇資質の向上やキャリアアップに向けた支援
〇両立支援・多様な働き方の推進
〇腰痛を含む心身の健康管理

〇生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のた
めの業務改善の取組
〇やりがい・働きがいの構成
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障害福祉サービス等情報公表制度 報告の手順 ②

② 経営情報の報告 決算後３カ月以内
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障害福祉サービス等情報公表制度 報告の手順 ②

② 経営情報の報告 決算後３カ月以内

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-

3.html?topid=1&id=295
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〇ログインＩＤ、パスワードを忘れてしまった。

ログインＩＤ ⇒ 情報公表担当へお問い合わせください。

パスワード ⇒ 事業者でパスワードを再設定してください。

〇承認申請ボタンを押した後、修正したいが作業ができない。

差戻しの作業が必要です。

  情報公表担当へ差戻し依頼の連絡をしてください。

〇承認申請をしたが、公表されない。

神奈川県で確認作業をしてから公表になります。

少々お時間をいただきます。ご了承ください。

問合せ先
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部
障害サービス課監査グループ情報公表制度担当

電話 045-210-1111（内線473６）
045-210-4736（直通）

情報公表システムログイ
ン画面に掲載されていま
す。ご活用ください。

障害福祉サービス等情報公表制度 よくあるお問い合わせ
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〇毎年度更新が必要
毎年５月上旬に申請手続きの一斉メールをお送りします。

7月末までに申請を行ってください。

未記入箇所や添付忘れ諸表がある場合は添付依頼をする場合があります。

〇決算後、３か月以内に経営情報の報告が必要
毎年５月上旬に申請手続きの一斉メールをお送りします。

7月末までに申請を行ってください。

未記入箇所や添付忘れ諸表がある場合は添付依頼をする場合があります。

〇運営内容に変更が生じたときは、再度申請が必要
管理者や事業所住所の変更など情報公表制度内容に変更が生じた場合は年度内で

あっても再度申請が必要です。忘れずお手続きください。

〇情報公表未報告減算
情報公表制度を未報告にしますと減算の対象となる場合があります。

忘れずに更新するようお願いします。

障害福祉サービス等情報公表制度 お願いと留意事項
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